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安全対策が必要である。 
そのため、本検討においては、微燃性・可燃性などの性質を有する冷媒を使用する機器の普及が望まれる

セグメントのうち、優先順位が高い機器・セグメントを複数選定し、当該機器・セグメントに対して、安全を大前
提とした普及を図るため解決すべき検討課題を整理する。また、各種法令との整理、建物の構造を含めた設
置環境、施工時・使用時・廃棄時の取扱い、表示、各段階の責任・補償関係、技術者の教育等の他、各
関係者の理解促進などが考えられるが、これらの課題の整理と対応の方向性について検討を行う。 

検討に当たっては、関係省庁、関係業界等に個別にヒアリングするか、必要に応じて一堂に会する検討会の
設置により検討を行う。 

 
③ 指定製品達成状況のフォローアップとプレチャージ調査 

2023 年度（令和５年度）以降に目標年度を迎える指定製品の達成状況について、対象となる製造・輸
入業者を特定し、当該事業者の取組状況・達成見込みについて事前確認を行う。 

・店舗・オフィス用エアコンディショナー（床置型等除く、法定冷凍能力３トン以上のもの） 
・中央方式エアコンディショナーのうちターボ冷凍機を用いるもの 
・自動車用エアコンディショナー 
・コンデンシングユニット及び定置式冷凍冷蔵ユニット 
（圧縮機の定格出力が 1.5kW 以下のもの等を除く）  
・硬質ポリウレタンフォームを用いた冷蔵機器及び冷凍機器 
・硬質ポリウレタンフォームを用いた冷蔵又は冷凍の機能を有する自動販売機 
・非住宅用硬質ポリウレタンフォーム用原液 
・硬質ポリウレタンフォームを用いた断熱材 
また、国内におけるフロン類使用量削減（オゾン層保護法の割当制度）の対象外である海外でフロン類を

機器に封入して輸入するプレチャージ輸入品（想定される製品：家庭用エアコン、業務用エアコン、業務用冷
凍冷蔵機器、自動車用エアコン）について、業界団体等を通じてモニタリングを行い、過去のプレチャージ輸入
品の推移等について、オゾン層保護法の運用状況との検証を行う。 

 
④ 冷媒需給状況の把握と冷媒不足への対応検討 

冷媒需給状況の把握のため、冷媒の卸売末端価格等を継続的にモニタリングし、フロンメーカー、商社、充
填回収業者等に対しヒアリング等行い、冷媒種毎・機器毎の需給逼迫状況を把握、当面の需給見通しを検
討する。 

また、将来的な冷媒不足に対応するため、冷媒不足が懸念される冷媒種の再生冷媒の推進検討や高い
ＧＷＰ冷媒を使用する市中稼働機器へのレトロフィット等について制度のあり方を含め促進方策の検討を行
うとともに、高いＧＷＰ冷媒を中心とした市中にストックされるフロン類の冷媒種毎の収支バランスの推移がフェ
ーズダウンしていくグラフの作成を併せて行う。その際、上記検討に資するため、再生冷媒やレトロフィットについて、
国内外における政策動向を含めた取組状況について整理するとともに、我が国の再生冷媒のあり方を検討す
るにあたり、ＮＲＣ容器の取り扱いについて、ＬＣＡの観点から考察を行う。 

検討に当たっては、関係業界等に個別にヒアリングを行い、必要に応じて一堂に会する検討会の設置により
検討を行う。 

 
⑤ ＧＷＰ等見直しに係る使用見通しや指定製品等の対応検討 



 

 

現在採用されているＧＷＰについて、ＩＰＣＣ ＡＲ４のものからＡＲ５のものに変更する動きがあること
から、ＧＷＰを引用するフロン類の使用見通しや指定製品等の各種目標値について、見直しの有無やこれを
判断するに必要な検討を行う。 

 
（２）業務用冷凍空調機器等の使用時漏えいに関する対策検討 

① 使用時漏えい量の把握 
業務用冷凍空調機器の使用時漏えい量の把握は、漏えい防止の観点のみならず、温暖化物質の国内の

排出インベントリの精緻化や、将来的なフロン類の使用見通しの算出にも関わる重要かつ不可欠な情報であ
る。 

現在の使用時漏えい量の算出の考え方（機器毎の充填量・排出係数・廃棄係数など）は平成２１年
に策定され、この算出の考え方や漏えい量が、これまで１０年以上にわたり政策検討のベースとなってきたところ
であるが、平成２５年及び令和元年のフロン法改正やこれらの施行に伴う新たな状況変化や知見等を鑑み、
改めて見直しを検討する必要がある。 

このため昨年度は、平成２５年改正によって新たに整備された一元的な「冷媒管理システム」（ＲａＭＳ）
への充填回収データの蓄積が進んだことから、当該データに基づく排出係数の算出とともに、機器整備業者や
充填回収業者への聞き取りによる実態を踏まえた検証等を実施した。 

本年度は、昨年度に算出した排出係数の妥当性について検証するため、関係業界等の協力を得ながら、
フロン類の冷媒流通実態（トップダウン）と、排出係数から算出される漏えい実態（ボトムアップ）との比較
等を行い、また、今回得られた漏えい実態（排出係数の試算結果等）に係る知見を踏まえ、これまでの政策
（使用見通しや指定製品制度、漏えい対策等）の妥当性について、冷媒種毎のマテリアルバランスを踏まえ
ながら検証を行い、制度見直しの必要性を含め、今後の政策の方向性について検討を行う。 

 
② 算定漏えい量報告の令和３年度分集計及び前年度分との比較分析 

フロン法に基づき事業者から報告される漏えい量データについて、令和３年度分集計結果を取りまとめ、前
年度分との比較分析を行う。 

 
③ 漏えい防止技術 

フロン類の使用量の削減に当たっては、業務用冷凍空調機器の使用時漏えい防止とこれに伴う補充量の
削減効果が大きいと考えられる。そのため、特に機器側の対策による使用時漏えいのより一層の防止対策を
図るため、以下について、それぞれ業界団体等へのヒアリングや情報提供等の協力を得ながら課題の抽出や
必要な対策検討等を行う。 

機器設置時：ろう付け技術の向上に資する技術者の育成・確保 
最新の知見に関する調査（新設・既設の機器に関する最新技術等） 

 
４．検討会の設置について 
１）主に３．（１）①②④⑤及び（２）①の検討を行うために「検討会」（以下「本検討会」という。）を組織す

るとともに、年５回程度開催する本検討会運営の事務局を行うこと。 
２）本検討会は、有識者、専門家、関係業界団体、行政機関等で構成し、７～１０名程度を想定。但し、議題

に応じて、必要な者を本検討会に出席させること、検討会を分割したり、下位にサブ検討会を設置することを妨げ
ない。なお、本検討会に係る謝金及び旅費等については本事業費より支出することとする。 



 

 

３）本検討会委員の選定に当たっては、経済産業省と協議し、決定すること。 
４）本事業は、本検討会を中心に、業務用冷凍空調機器等の指定製品関係業界などと連携し、実施すること。 
５）当該事業の進捗情報等を経済産業省と共有するため、月１回以上の定例会議を実施すること。また、必要に

応じて当該事業以外で実施されている検討会への報告対応を実施すること。 
６）必要に応じて、web 会議等の非参集型で会議を実施すること。 
 
４．事業期間 

令和４年 4 月 1 日から令和 5 年 3 月 10 日まで。 
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い冷媒の開発は喫緊の課題となっています。 
そのような中、HFC 削減のために期待が寄せられているのが、ＡＧＣのハイドロフルオロオレフィン（HFO）
AMOLEA®1123 です。AMOLEA®1123 は、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）
の助成事業の一環として 2014 年にＡＧＣが開発した HFO で、現在使用されている HFC R410A（GWP2090／
CO2 比 2090 倍の温室効果）と同等の性能を維持したまま、GWP1 以下という、並外れた高い環境性能を兼ね備え
た冷媒です。 
このたび、東京大学が受託している NEDO の「省エネ化・低温室効果を達成できる次世代冷媒・冷凍空調技術及び
評価手法の開発」事業で見いだされた知見を基に、プロパンの添加により AMOLEA®1123 の分解による急激な圧力
上昇を一定レベルに抑える、安全な組成を開発することに成功しました。この組成は、GWP が低く汎用性が高いプロパ
ン（R290：GWP 3／CO2 比 3 倍の温室効果）を、AMOLEA®1123（GWP 0.3／CO2 比 3 分の 1 の温室効
果）に一定比率添加するもので、今回の成果により、GWP10 以下の冷媒開発は大きく前進し最終段階に入りまし
た。 
当社は今回の開発成果を活かし、家庭用・業務用エアコンを始め、様々な機器で使用される超低 GWP かつ安全性の
高い新冷媒を順次上市して参ります。また、2022 年 6 月 ASHRAE*5 申請を控える GWP10 以下の
AMOLEA®1123 混合冷媒（AMOLEA®10X）は、SAE*6 において、電気自動車の次世代冷媒として 2025 年の認
定に向けた検討が進められています。 
AGC グループは、中期経営方針 AGC plus-2023 における主要戦略の一つに「サステナビリティ経営の推進」を定め、
素材イノベーションにより社会課題解決に貢献することを掲げています。今後も次世代冷媒の開発を通じて、気候変動
防止に貢献してまいります。 
 
＜注釈＞ 
*1 国立大学法人東京大学 
本開発は同大学の新領域創成科学研究科と共同で実施。 
*2 GWP （Global Warming Potential） 
地球温暖化への影響を示す係数。自然冷媒の一種である二酸化炭素を基準に、そのガスがどれだけ温暖化する能力
があるかを表した数字のこと。CO2 の GWP を１とする。 
本リリース中にある AMOLEA®1123、R290、R410A の GWP は、気候変動に関する政府間パネル（IPCC）第 4 次
評価報告書の値・算出方法を参照している。 
*3 HFC(Hydrofluorocarbon) 
塩素を含まずオゾン層を破壊しないため、代替フロンとして使用されるが、フロンと同等の強い温室効果をもたらす。CO2
比 675～2090 倍の温室効果。 
*4 モントリオール議定書キガリ改正 
2016 年にルワンダの首都キガリにおいて開催されたモントリオール議定書の第 28 回締約国会議において、代替冷媒
HFC の生産及び消費量の段階的削減義務等を定める議定書の改正（キガリ改正）が行われた。先進国について
は、2036 年までその生産消費量を基準年に対して 85%削減することが求められている。 
*5 ASHRAE 
暖房・冷凍・空等・冷凍等に関する米国の学会で、関連機器や冷媒等の性能や安全性等の規格を制定し、承認等の 
運用も担っている。 ホームページ：https://www.ashrae.org/home 
*6 SAE 
米国自動車技術者協会(Society of Automotive Engineers, Inc.) 

出典 AGC 株式会社ホームページ https://www.agc.com/news/detail/1202904_2148.html 
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ダイキン工業株式会社は、次世代のヒートポンプ用冷媒としてトランス-1,2-ジフルオロエチレン（HFO-1132(E)）を、
まずは、電気自動車向けカーエアコン用冷媒として、公益社団法人 自動車技術会が開催した「人とくるまのテクノロ
ジー展 2022」にて公表している。 

 
図表 4 ダイキン工業株式会社による公表の内容 
 

 
 

 
 

出典 ダイキン工業株式会社ホームページ  

https://www.daikinchemicals.com/library/exhibition/pdf/aee_expo_2022/DAIKIN_Next-generation-refrigerant-for-EV-

air-conditioners_aee2022.pdf 
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2 つの HFO 冷媒（HFO-1123 と HFO-1132(E)）については、単独冷媒としては不均化や毒性を有するなどの特
性があることから、HFO-1123 についてはプロパンとの混合冷媒として、HFO-1132(E)については HFO-1234yf との混
合冷媒として、それぞれ公表されている。 

HFO-1123 については、ASHRAE の冷媒登録が継続されているところであり、HFO-1132(E)については、ASHRAE
の冷媒登録について、R-1132(E)として、さらに、HFO-1234yf（R-1234yf）との混合で R-474A として、既に登録が
完了している。 

HFO-1234yf については、EU の REACH 規則により、TFA を生成、PFAS として作用し、人健康及び環境への影響
が懸念される物質として規制の対象とすることに係る検討が、継続的に進められている。 

２つの HFO 冷媒は、現状で開発途上であり、今後、機器に充塡された状態での安全性やエネルギー効率等に関
する検討が進められることが計画されている状況にある。 

 
その他の冷媒候補として、R-290（プロパン、GWP：1）がある。 
インドでは、2012 年にドイツの GIZ が支援し、R-290 を使用したルームエアコンを上市、Godrej&Boycw 社は、

2021 年現在、年間 18 万台の生産能力を有すると言われている 1。 
中国の Midea 社は、2021 年 8 月、R-290 を使用したルームエアコンで、ドイツのブルーエンジェルのエコラベルを取得

し、欧州市場での販売が可能となった。中国は、世界のルームエアコンの約 7 割を生産していると言われ、UNIDO と
協力し、R-22 からの代替として R-290 を使用したルームエアコンを 10 年以上にわたり開発してきた 2。 

 
IEC 60335-2-40 の改訂版(ED7)では、天井高が 2.2m で広さが 20m2 ある部屋の場合、天井に取り付けられたル

ームエアコンには 334g の R-290 の充填量が許可され、同条件の部屋の場合、R-290 の制限は以下になるとされて
いる 3。 

 標準の分割システムの場合：334g 
 堅牢な設計で追加の構造要件を満たす場合：585g 
 十分な気流が確保されている場合：836g 

※冷媒漏えいを確実に検出するため、ガス検出器が必要になる場合がある。 
 安全遮断弁を使用し、R-290 の漏えい量が制限量未満になるよう設計した場合：988g 

 
我が国では、「A3 冷媒を使用した家庭用エアコンのリスクアセスメント結果と今後の対応 高市健二ら、2021 年」

が公表され、結果として、許容レベルを下回るためには、ライフサイクルの各段階で安全対策が実施されることが必要
であるとされ、また、リスクアセスメントで想定されなかった事項が発生することで、実際の着火事故が増加することが
指摘されている。 

 

  

 
1 https://www.green-cooling-initiative.org/network/best-practice/product-indias-first-r290-air-conditioner 
2 https://www.unido.org/news/energy-efficient-and-climate-friendly-split-air-conditioners-now-sale-europe 
3 「IEC がルームエアコンの炭化水素充填量引き上げに関する改正案を提出」/ ACCELERATE/ https://acceleratejapan.com/iec-rac-hc-chargelimit/ 
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1.3. 指定製品達成状況のフォローアップとプレチャージ調査 
1.3.1. 指定製品達成状況のフォローアップ 
1.3.1.1. 家庭用エアコン 
1.3.1.1.1. 調査票の作成 

この製品カテゴリーについては、昨年度回答を得た企業に直接、調査票を配布した。 
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図表 10 製品毎冷媒別に作成した調査票（家庭用エアコン） 

 

問い合わせ先  経済産業省オゾン層保護等推進室
担当

調査委託先

問１ ご担当の方の連絡先等を以下に記入して下さい。

問２ 貴社が製造等を行った家庭用エアコンディショナー※に関する環境影響度の目標値の2021年度（4月～3月）の達成状況等について、以下に記入して下さい。
※平成２７年経済産業省令第２９号第３条表１の中欄に掲げる品目

問３ 上記以外のフロン類の種類を使用した家庭用エアコンディショナーの製造等について、以下の選択肢から該当するものを一つ選び、番号の横の□に✓を入れてください。

1  R-410A、R-32、HFC-134a以外のフロン類の種類を使用した製造等は行っていない。

2  R-410A、R-32、HFC-134a以外のフロン類の種類を使用した製造等を行っている。

（以降の問は、国内出荷を目的として機器を輸入している場合です。輸入がない場合はご回答不要です。）

問４

1台当たり冷媒
充塡量(g/台)

輸入台数
(台/年)

冷媒充塡量計
(t/年)

1台当たり冷媒
充塡量(g/台)

輸入台数
(台/年)

冷媒充塡量計
(t/年)

1台当たり冷媒
充塡量(g/台)

輸入台数
(台/年)

冷媒充塡量計
(t/年)

計 0 0 計 0 0 計 0 0

(1) (2) (3) (1)×(2) (1) (2) (3) (1)×(2) (1) (2) (3) (1)×(2)

問５ 上記対象機器、対象冷媒製品について、今後3～5年程度期間のする機器の増減の見通しについて、以下の選択肢から該当するものを一つ選び、番号の横の□に✓を入れてください。

1  増加する 1  増加する 1  増加する

2  変わらない 2  変わらない 2  変わらない

3  減少する 3  減少する 3  減少する

問６ 上記以外のフロン類の種類を使用した家庭用エアコンディショナーの国内出荷を目的とした輸入について、以下の選択肢から該当するものを一つ選び、番号の横の□に✓を入れてください。

1  R-410A、R-32、HFC-134a以外のフロン類の種類を使用した国内出荷を目的とした輸入は行っていない。

2  R-410A、R-32、HFC-134a以外のフロン類の種類を使用した国内出荷を目的とした輸入を行っている。

型式もしくは
シリーズ名称

本調査票
記入担当者

E-mailアドレス

氏 名

製造事業者等の名称

R-410A R-32 HFC-134a

2021年度（4月～3月）に国内出荷を目的に輸入した機器で、冷媒が充塡された状態で輸入しているもの（プレチャージ品）について、1台当たり冷媒充塡量が異なる機器種別に年間輸入
台数を記入して下さい。なお、記入欄が足りない場合は、適宜、挿入追加して下さい。

当該品目に使用されるフロン類の種類 国内向け出荷台数（単位 台）

R-410A

R-32

本調査は以上です。ご協力、ありがとうございました。
調査票の返送先は、                です。

自ら製造等を行うエアコンディショナー（指定製品であるものに限る）に関する
環境影響度の目標値の達成状況等に係る2021年度の調査について

R-410A R-32 HFC-134a

HFC-134a

合計

連絡先電話番号

型式もしくは
シリーズ名称

型式もしくは
シリーズ名称
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1.3.2. プレチャージ調査 
1.3.2.1. 家庭用エアコン 
1.3.2.1.1. 調査票の作成 

この製品カテゴリーについては、昨年度回答を得た企業に直接、調査票を配布した。 
調査票は先にも記載した通り、指定製品の達成状況のフォローアップに含めて、作成していた。 
プレチャージ輸入品は、機種により 1 台当たり冷媒充塡量が異なることがあり、今後の傾向として、冷媒充塡量の

違いによる輸入量の増減を確認するため、本調査では、1 台当たり冷媒充塡量が異なる機器毎に記入頂き、さらに、
今後の傾向について、定性的に回答頂く方法を採用した。 
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図表 12 製品毎冷媒別に作成した調査票（家庭用エアコン）（再掲） 

 

問い合わせ先  経済産業省オゾン層保護等推進室
担当

調査委託先

問１ ご担当の方の連絡先等を以下に記入して下さい。

問２ 貴社が製造等を行った家庭用エアコンディショナー※に関する環境影響度の目標値の2021年度（4月～3月）の達成状況等について、以下に記入して下さい。
※平成２７年経済産業省令第２９号第３条表１の中欄に掲げる品目

問３ 上記以外のフロン類の種類を使用した家庭用エアコンディショナーの製造等について、以下の選択肢から該当するものを一つ選び、番号の横の□に✓を入れてください。

1  R-410A、R-32、HFC-134a以外のフロン類の種類を使用した製造等は行っていない。

2  R-410A、R-32、HFC-134a以外のフロン類の種類を使用した製造等を行っている。

（以降の問は、国内出荷を目的として機器を輸入している場合です。輸入がない場合はご回答不要です。）

問４

1台当たり冷媒
充塡量(g/台)

輸入台数
(台/年)

冷媒充塡量計
(t/年)

1台当たり冷媒
充塡量(g/台)

輸入台数
(台/年)

冷媒充塡量計
(t/年)

1台当たり冷媒
充塡量(g/台)

輸入台数
(台/年)

冷媒充塡量計
(t/年)

計 0 0 計 0 0 計 0 0

(1) (2) (3) (1)×(2) (1) (2) (3) (1)×(2) (1) (2) (3) (1)×(2)

問５ 上記対象機器、対象冷媒製品について、今後3～5年程度期間のする機器の増減の見通しについて、以下の選択肢から該当するものを一つ選び、番号の横の□に✓を入れてください。

1  増加する 1  増加する 1  増加する

2  変わらない 2  変わらない 2  変わらない

3  減少する 3  減少する 3  減少する

問６ 上記以外のフロン類の種類を使用した家庭用エアコンディショナーの国内出荷を目的とした輸入について、以下の選択肢から該当するものを一つ選び、番号の横の□に✓を入れてください。

1  R-410A、R-32、HFC-134a以外のフロン類の種類を使用した国内出荷を目的とした輸入は行っていない。

2  R-410A、R-32、HFC-134a以外のフロン類の種類を使用した国内出荷を目的とした輸入を行っている。

型式もしくは
シリーズ名称

本調査票
記入担当者

E-mailアドレス

氏 名

製造事業者等の名称

R-410A R-32 HFC-134a

2021年度（4月～3月）に国内出荷を目的に輸入した機器で、冷媒が充塡された状態で輸入しているもの（プレチャージ品）について、1台当たり冷媒充塡量が異なる機器種別に年間輸入
台数を記入して下さい。なお、記入欄が足りない場合は、適宜、挿入追加して下さい。

当該品目に使用されるフロン類の種類 国内向け出荷台数（単位 台）

R-410A

R-32

本調査は以上です。ご協力、ありがとうございました。
調査票の返送先は、                です。

自ら製造等を行うエアコンディショナー（指定製品であるものに限る）に関する
環境影響度の目標値の達成状況等に係る2021年度の調査について

R-410A R-32 HFC-134a

HFC-134a

合計

連絡先電話番号

型式もしくは
シリーズ名称

型式もしくは
シリーズ名称
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1.3.2.2. 店舗・事務用エアコン、一体型冷凍冷蔵機器（コンデンシングユニット、業務用一体型冷凍冷蔵機器・内
蔵ショーケース） 

1.3.2.2.1. 調査票の作成 
この製品カテゴリーについては、昨年度回答を得た企業に直接、調査票を配布した。 
調査票は製品毎冷媒別に次頁の通り作成した。なお、令和元年度、令和２年度の数値情報は昨年度調査で

把握されていることから、回答があった内容を配布前調査票に入力された状態として、訂正についても受け付けた。 
プレチャージ輸入品は、機種により 1 台当たり冷媒充塡量が異なることがあり、今後の傾向として、冷媒充塡量の

違いによる輸入量の増減を確認するため、本調査では、1 台当たり冷媒充塡量が異なる機器毎に記入頂き、さらに、
今後の傾向について、定性的に回答頂く方法を採用した。 
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図表 14 製品毎冷媒別に作成した調査票（店舗・事務所用エアコン、R-407C の例） 

 
 
  

1台当たり冷
媒充塡量

(g/台)

輸入台数
(台/年)

冷媒充塡量計
(g/年)

1台当たり冷
媒充塡量

(g/台)

輸入台数
(台/年)

冷媒充塡量計
(g/年)

1台当たり冷
媒充塡量

(g/台)

輸入台数
(台/年)

冷媒充塡量計
(g/年)

計 0 0 計 0 0 計 0 0
(1) (2) (3)=(1)×(2) (1) (2) (3)=(1)×(2) (1) (2) (3)=(1)×(2)

問 上記対象機器、対象冷媒製品について、今後3～5年程度期間の国内出荷を目的に輸入する機器の増減の見通しについて、選択肢を選び欄に○を記入して下さい。

1. 増加する 2. 変わらない 3. 減少する

令和2年度（4月～3月）に国内出荷を目的に輸入した機器で、冷媒が充填された状態で輸入しているもの（プレチャージ品）について、機器別冷媒毎にシートを分けて作
成しております。各シートに該当する機器・冷媒について、異なる1台当たり冷媒充填量の別に年間輸入台数を記入して下さい。
平成30年度、令和元年度は昨年度調査にて記入頂きました内容です。

本調査票の対象機器
店舗・事務所用エアコンディショナー（第一種特定製品のうち、建築物において、店舗、事務所等の用途に供する部分における空
気調和を主たる目的とするエアコンディショナーであって、表二に掲げるもの以外のものをいう。）
(表二：表二シートを参照）

本調査票の対象冷媒 R-407C

上記で記入された数値情報について以下の設問に回答下さい。

本調査は以上です。ご協力、ありがとうございました。

以下は、1台当たり冷媒充塡量が異なる機器毎に記入して下さい。なお、記入欄が足りない場合は、適宜、挿入追加して下さい。

平成30年度 令和元年度 令和2年度

型式もしく
はシリーズ

名称

型式もしく
はシリーズ

名称

型式もしく
はシリーズ

名称











 

22 

1.3.2.3. カーエアコン 
1.3.2.3.1. 調査票の作成 

この製品カテゴリーについては、一般社団法人日本自動車工業会及び日本自動車輸入組合の協力を得て、各
機関から関係企業に調査票を配布して頂くことで実施した。 

調査票は次の通り作成した。 
なお、令和元年、令和 2 年の数値情報は昨年度調査で把握されていることから、回答があった内容を配布前調

査票に入力された状態として、訂正についても受け付けた。 
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図表 31 調査票 

 

問い合わせ先： 経済産業省オゾン層保護等推進室
担当

令和元年（平成31年）

区 分
型 式
または
車 名

1台当たり冷媒(R-134a)充塡量
(g/台)

令和元年自動車輸入台数（通関実績）
(台/年)

令和元年に冷媒を充填した状態で輸入された
(通関実績)車両に含まれるR-134a冷媒の量

(g/年)

① ② ③=①×②

貨 物 0

0

0

乗 合 0

0

0

乗用車 0

0

0

0

0

計 - 0 0

令和２年

1台当たり冷媒(R-134a)充塡量
(g/台)

令和２年自動車輸入台数（通関実績）
(台/年)

令和２年に冷媒を充塡した状態で輸入された
(通関実績)車両に含まれるR-134a冷媒の量

(g/年)

① ② ③=①×②

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- 0 0

令和３年

1台当たり冷媒(R-134a)充塡量
(g/台)

令和３年自動車輸入台数（通関実績）
(台/年)

令和３年に冷媒を充塡した状態で輸入された
(通関実績)車両に含まれるR-134a冷媒の量

(g/年)

① ② ③=①×②

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- 0 0

昨年度調査で記入頂いた担当の方の連絡先等は以下の通りです。

氏 名 連絡先電話番号

E-mailアドレス

本年度調査で上記以外の方が記入された場合、ご担当の方の連絡先等を以下に記入して下さい。

氏 名 連絡先電話番号

E-mailアドレス

本調査は以上です。ご協力、ありがとうございました。

輸入者((貴社)の名称

経済産業省 令和４年度 フロン類及び指定製品の製造業者等に関する調査

令和３年（1月～12月）に輸入した自動車に搭載されているエアコンディショナーで、冷媒(R-134a)が充填された状態で輸入しているもの（プレチャージ品）につい
て、車種別に1台当たり冷媒充填量と自動車輸入台数（通関実績）を記入して下さい。
令和元年、令和２年は昨年度調査にて記入頂きました内容です。記入欄が足りない場合は、適宜、追加して下さい。

本調査票
記入担当者

輸入者((貴社)の名称

区 分
型 式
または
車 名

貨 物

乗 合

乗用車

計

計

本調査票
記入担当者

区 分
型 式
または
車 名

貨 物

乗 合

乗用車
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1.3.3.3. 自動車用エアコンディショナー（乗用自動車（定員 11 人以上のものを除く）に搭載されるものに限る） 
本製品については、対象とされる要件（国内出荷：4,000 台以上）を満たす企業は、関連する業界団体に全て

加盟しており、当該業界団体を通じた調査が可能であることが把握された。 
なお、対象が明確であることから、具体の調査票の送付は、次年次以降とした。 
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2022 年 12 月 27 日に Sustainability から公表された「Life-Cycle Assessment of Refrigerants for Air 
Conditioners Considering Reclamation and Destruction 4  (Sustainability 2023, 15(1), 473; 
https://doi.org/10.3390/su15010473)」によると、R-410A の製造（Production）、破壊（Destruction）、再
生 （Reclamation ）に 係る 温室 効果 ガ ス の 排 出量 （ GHG emissions ） 、エ ネル ギー 消費量 （Energy 
consumption）、被害算定型影響評価手法（LIME：Life-cycle Impact Assessment Method based on 
Endpoint Modeling の結果は、次のとおりとされている。 

 
図表 54 R-410A の製造、破壊、再生に係る温室効果ガスの排出量等の比較 

 

 
 

出典 Life-Cycle Assessment of Refrigerants for Air Conditioners Considering Reclamation and Destruction  

(Sustainability 2023, 15(1), 473; https://doi.org/10.3390/su15010473) 

 
上記の分析は、R-410A における比較であり、高 GWP 冷媒の再生とレトロフィット品の製造などに係る比較ではな

いことから、示された絶対値に類する差が生じるわけではないが、レトロフィット品の導入に当たって、考慮すべき事項で
あると考えられる。 

 
なお、高圧ガス保安法とレトロフィットの関係については、「経済産業省委託  令和３年度新エネルギー等の保安

規制高度化事業（冷凍設備への低ＧＷＰ冷媒の安全使用に係る 調査・検討報告書） 令和４年３月 高圧
ガス保安協会」で高圧ガス保安法上の課題が整理され、「レトロフィット実施に係るガイドライン」の作成が進められる
こととなっている。 

  

 
4 https://doi.org/10.3390/su15010473 



 

49 

1.5. ＧＷＰ等見直しに係る使用見通しや指定製品等の対応検討 
地球温暖化対策の推進に関する法律（温対法）第７条の規定において、毎年、我が国における温室効果ガス

の排出量及び吸収量を算定し、公表するものとされている。対象となる温室効果ガスごとの排出量を二酸化炭素の
量に換算して算定するため、地球温暖化対策の推進に関する法律施行令（温対法施行令）第４条の規定にお
いて、地球温暖化係数（GWP）が定められている。現行の GWP は気候変動に関する政府間パネル（IPCC）
第４次報告書（AR4）に基づく数値が採用されているが、2020 年以降の温室効果ガス排出削減のための新たな
国際枠組みとして 2016 年に発効された「パリ協定」は、IPCC 第５次報告書（AR5）をその科学的根拠としてい
ることを受け、温室効果ガス排出量の算定に用いる GWP が従来の AR4 から AR5 に変更されることを見込み、フ
ロン排出抑制法における使用見通し等の算出に使われている GWP も AR4 から AR5 に変更する可能性を検討する
必要があった。 

 
他方、モントリオール議定書は、AR4 が継続して使用されることから、モントリオール議定書及びオゾン層保護法に基

づき規定される GWP については、AR4 が継続して使用される。 
 
フロン類の使用見通しについては、フロン排出抑制法に基づく、「フロン類の製造業者等の判断の基準となるべき事

項」に規定されており、指定製品に使用されているフロン類の環境影響度の低い物質への転換の状況及び平成 28 
年 10 月に採択されたオゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書の改正において定められたフロン類の生
産量及び消費量の段階的削減の達成の状況との整合性を踏まえて主務大臣が算定することとされているため、
AR4 に基づく GWP を使用するモントリオール議定書との整合性を図る必要がある。 

 
指定製品制度についても、モントリオール議定書キガリ改正に基づく HFC の削減スケジュールにしたがって目標値と

目標年度が設定されているものであり、既に市場にある製品の表示にも影響を及ぼすものであることから、AR4 に基
づく GWP を継続して使用されることとなった。 

 
以上の状況を踏まえ、本調査では、フロン類の使用見通しや指定製品制度における GWP 変更の影響については

検討を行う必要がないとされた。 
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2. 業務用冷凍空調機器等の使用時漏えいに関する対策検討 
2.1. マテリアルバランスを踏まえた排出係数の検討 

本調査では、HFC-134a、HFC-32、R-410A、R-404A、R-407C を対象として、業務用冷凍空調機器の機器稼
働時排出係数の試算を、2019 年、2020 年、2021 年の３カ年で実施した。 

マテリアルバランスの基本式は次となる。 
 

図表 55 マテリアルバランスの基本式 

国内出荷量 ＝ 
製品への工場生産時 

使用量 
＋ 

冷媒使用機器設置時 
現場充填量 

＋ 
冷媒使用機器稼働時 

補充量 
出典 NRI 作成 

 
マテリアルバランスで対象とする製品と物質毎に推計の対象とする使用量等との関係を整理すると次となる。つまり、

製品としては、断熱材（硬質ウレタンフォーム、押出発泡ポリスチレン）、業務用冷凍冷蔵機器（大型冷凍冷蔵
機器、中型冷凍冷蔵機器、小型冷凍冷蔵機器、業務用空調機器、飲料用自動販売機）、家庭用エアコン、カ
ーエアコン、家庭用冷蔵庫、エアゾール、定量噴射エアゾール（MDI）が該当し、その他、マグネシウム製造時のカバー
ガスとしての使用がある。 

「国内出荷量」については、公表情報が存在しないことから、冷媒の製造や輸入を進める事業者に対する個別調
査の実施により把握・整理する。 

「製品への工場生産時使用量」、「冷媒使用機器設置時現場充填量」、「冷媒使用機器稼働時補充量」につい
ては、産業構造審議会製造産業分科会化学物質政策小委員会フロン類等対策ワーキンググループで公表される、
「分野ごとの行動計画に基づく取り組みの進捗状況（個票）」と、国立研究開発法人国立環境研究所 温室効
果ガスインベントリオフィスが公表している「NIR 第 4 章 工業プロセス及び製品の使用分野」の数値情報が活用でき
る。但し、HFC の種類毎での公表がされていない場合があり、その場合は、製品メーカー等への調査が別途、必要と
なる。 

業務用冷凍空調機器の機器稼働時排出係数については、「冷媒使用機器稼働時補充量」を排出量と想定し、
機器毎冷媒別に推計される「市中使用製品/稼働機器に充填されている量」で除することで試算する。なお、「市中
使用製品/稼働機器に充填されている量」についても、「冷媒使用機器稼働時補充量」などと同様の方法で整理す
る。 
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冷媒漏えいの実態は、機器の経年劣化による漏えいに加え、地震や洪水といった自然災害による漏えいもあり、毎
年異なった数字となることが想定される。 

政策の対象は、日々の運転を通じて発生する事故や故障による冷媒漏えいを防止、抑制することであり、排出係
数としてモニタリングすべきデータとしては、経済産業省から提供を受けた実態データであり、登録台数を増加させるな
どにより、より広範な機器を対象とした分析が可能となるよう、取組を進めることが期待される。 
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4.2. 新設・既設の機器に対する冷媒漏えい対策の課題 
冷媒の漏えいについては、配管接続等における物理的な施工による取組に加え、新設機器のみならず、既存機器

も対象とすることができる、遠隔監視に係るサービスの提供が開始されている。 
これらのサービスは、空調機の制御データや運転データを送受信する、単体でインターネットに接続することができるネ

ットワーク端末を空調機器の室外機等に設置、送受信されるデータは提供メーカー側で診断され、異常が検知された
場合、客先担当に連絡したり、契約によっては、提供メーカーのサービスが現場に赴いたり、といった内容で提供されて
いる。 

冷媒漏えいは、冷媒の圧力や温度などを測定し続けることで判定され、モニタリングする情報項目と判定の精度が、
各社のノウハウとなっている。判定に当たっては、気象データとリンケージされ、機器単体の診断から、当該機器が置か
れている環境状態を踏まえることができるサービスが既に提供されているなど、高度化に係る取り組みも進められている。 

対応する機器は、提供メーカーにより異なるが、例えば、2006 年以降に販売開始されたビル用マルチエアコンにも対
応するサービスもある。 

サービスの利用料金については、契約内容により異なるが、データ監視のみであれば、月 500 円/台から 1,000 円/
台程度で利用できるものもあり、フロン排出抑制法により義務化された簡易点検等にも対応したサービスとして、当該
点検に関わる人件費等と比較検討できるレベルで提供されている。 

 
このようにサービス提供側の取り組みが進む一方で、サービスを受ける管理者側での取り組みが進まない点が、提供

メーカー等に対するヒアリング調査により指摘されている。 
フロン排出抑制法上の義務が浸透していない点、さらに、財務会計上、サービスの利用料金は費用として明確とな

るが、サービスを利用した場合の効果が、具体的な費用の削減という形で見えづらい点が指摘されている。 
例えば、早期発見に伴う冷媒補充量の削減や、大規模修繕が必要な冷媒回路の故障を未然に防げた、などの

効果は、サービスを導入していない場合と、導入した場合の比較でしか明らかとすることができない。 
提供メーカーでは、冷媒漏えいのみならず、消費電力の削減や、データ分析により不必要なメンテナンスを回避するこ

とで、メンテナンス費用の削減を図るなど、様々な効果を伴ったサービスとして提供しているものの、全体として、その効
果が費用の削減として見えづらい点は変わらない状況となっている。 

 
物理的な冷媒漏えいに対する取り組みに加え、遠隔監視は、日々の運転状況に関する情報を、冷媒漏えいを防

止する取り組みに結び付ける、極めて優れた機能を有していると考えられ、管理者が実感できる、特に財務会計上の
効果として示す点が課題として整理される。 

 
課題の解決に向け、まずは、フロン排出抑制法条の義務の浸透を図るための周知が不可欠であり、その義務を果

たす取り組みが、結果的に管理者の機器の運転管理費の削減に結び付く点を示すエビデンスの作成と周知が必要
になる。 

  




